
(宛 先 )

T100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取 (害1当 て)額等回答表

令和2年 セ月,よ日
令和2年 5月 15日 薬事 食品衛生審議会食品衛生分科会農薬 動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取 (割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のイマザピルの残留基準の設定について

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のトルピラレートの残留基準の設定について



①食品中のイマザピルの残留基準の設定について

企業等 ): ]
等の受取(割当て● 寄付金 契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度

□ 令和元年度

ご 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

超

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

1特

記事項

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

し

し

無

無

レ

ー

有

有

□

□該当の有無

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

企栗 名 t甲 請 企業等 ):  住友化字株式会社

● 寄付金 契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

♂ 無し

□ 平成30年度

□ 令和元年度

● 申請資料

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

し

し

壺
小
壺
（

ビ

ヴ

‐
‐
‐
∃

有

有

□

□該当の有無●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

ご 無し● 寄付金 契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度

□ 令和元年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

●

●

ｒｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

該当の有無 :□

該当の有無 :□

し

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

無

無
　
　
　
　
　
　
　
　
無

彰

Ｌ

ｌ

ｊ

　

ご

有

有

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度

□ 令和元年度

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度

□ 令和元年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□

密接に関与 □

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

特記事項

該当の有無 :□

④食品中のトルピラレートの残留基準の設定について

鮮襲繰颯轟義雲
蝶盤創二

――――
_=輌

獅面¬
「

♂無し● 寄付金 契約金等の受取(割当て)額

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

□ 50万円超～500万 円以下

円超

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

500

し

し

盤
小
鉦
小

♂
ビ
‐
‐
∃

有

有

じ

し

無

無

サ

ー

有

有

□

□

該当の有無 :

該当の有無 :

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



饂厖切晶2鍵室なクを″f
東京都千代田区霞が関1-2-2

03(5253)1111 (内線4289)
03(3595)2423 (18時 以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答表

令和2年 夕月//日

令和2年5月 15日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のイマリピルの残留基準の設定について

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

③食品中のカルタッス チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

④食品中のトルピラレートの残留基準の設定について

(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX



①食品中のイマザピルの残留基準の設定につttて

.壕群誓篭轟髭聾警彗識着画f窪詳
2望饉ど盤圭金社―_____―

―___―
=言__――――――

譜 鰈 峨

多い寄附斜 契縫 等を引峰 牲

□ 令和元年度

受

3晰
も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 令和元年度

請資料等の作成に密接に関与

冨鸞撃翁

平さに疑念を生じさせると考えられる特EIIの利害関係

→ 受取の有無 :□ 有り  /

じ

じ

無

無
彦
区
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‐
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●

ｒｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

申請資料等の作成に密接に関与

喜肇曇金

平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
該当の有無 :□ 有り
該当の有無 :□ 有り

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

● 寄                   ―
→ 受取の有無 :□ 有り  /

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～50o万円以下

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 50o万円超

該当の有無 :

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

該当の し

し

無

無

ビ

／

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

:曇鷲賃
・特

lξ
用料・商嵯鎌糞鍵猾群酬

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

目峯鷲斬
・特誕ξ用料

・商罐鐸糞猥皇群酬
□ 研究契約金

□ 当該企業の株式
)

ロ コンサルタント料・指導料



③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

企業名 (申請企業等 ): 住友イヒ学株式会朴

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 '指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 申請資 作成に 与

● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 '契約金等を受け取つた年度

→ 受取の有無 :□ 有り

□ 平成30年度

□ 令和元年度

当該年度における受

□ 50万円以下

□ 令和 2年

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

→ 該当の有無 :□ 有り
→ 該当の有無 :固 有り

響 仏 翻 鐵 鶴 懇 話 ポ
劇 餞 議

一 一 一 一
__可

面 両 編 丁 雨
~〆

無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

レ

ー

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

該当の有無 :

該当の有無 :

④食品中のトルピラレートの残留基準の設定について

覇 汰 Ⅲ 輩 轟 懇 訴 了
灘 蹴 識

― ― ― ―
__可

画 面 蒸 丁 雨
~ビ

無し● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

〆
取額

し

し

無

無

し

し

無

無
♂
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有

有

□

□

与

ると考えられる特別の利害関係生じさせ呻無
の

封呻

報

議

記

審

特

●

●

ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

料等の作成に密接に関与

当該年度における受取額

□ 50万円以下

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

該当の有無 :

該当の有無 :

じ

し

無

無
〆
／
．‐
‐
Ｊ

有

有

□

□● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(                   )

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料
□ 特許権 ,特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式









( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒1 0 0 一8 9 1 6

電話
東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2

0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 9 )
0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

  寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表
令和2 年令月コ5 日

令和2 年5 $ 1 5 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

  ① 食品中のイマザピルの残留基準の設定について

  ② 食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

  ③ 食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

  ④ 食品中のトルピラレートの残留基準の設定について

現職

氏名 煤あ 7



①食品中のイマザピルの残留基準の設定について

企業名（申請企業等) : B A S F ジャパン秩式会計

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

―受取の有無：口有り 0  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有リ 0  無し

  拳審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有リ 圀無し

  「特記事項 1

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：住友化学株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り S / 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

~  口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    口 その他（ ）
  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り B f 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 0  無し

  「特記事項 1



③食品中のカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：住友化学株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 受取の有無：口有り 5 / 無し

  受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    口 その他（ )
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

一該当の有無：口有り 0 * 無し

―該当の有無：口有り S Z  無し

  企業名（申請企業等）：日本化薬株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り a f 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    口 その他（ ）
   ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り 無し

   拳審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有り 無し

「特記事項

π

④食品中のトルピラレートの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：石原産業株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り e l 無し

  受取有1 j の場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    口 その他（ ）
  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り E f 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り e f 無し

  「特記事項 1









(宛 先 )

錦墨 響 黙 鍾 鍵 室宛
東京都千代田区議が関1-2-2

03(5253)1111(内 線4289)

譴瑠 :鶴夕麟轟等基継掛 AЮ

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

t靡雫雰留肇糎晨」饉       躍雪1費稔のとおり回
答する。

①食品中α マ切ビルの残留基準の設定について

②食品中のオキソリニック融0残留基準の設定について

③食品中のカルタッ1ス テオシクラム及びベンス′
"ッ

プの残留基準の設定について

④食品中の椰曜ラレーЮ残留基準の設定について

〒100-8916
電話

FAX



①食品中餌 マ韓 ヽの残留基準の設定について

:口 有り  /無 し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

l特

記事項

②食品中のオキソリニック酸の残留基準の設定について

ノ無し● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

じ

じ山
―

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

l特

記事項

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額
受取有tJO場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

口 平成30年度
口 令和元年度
□

成に密接に関与

受取有りの場合、鵜 多い寄附金,契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
□ 令和元年度

● 申請資料等の作ぶ 密接に関与

当該年度における受取額
口 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

→ 該当の有無:口 有り
→ 該当の有無:□ ttJ

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

→ 該ヨの■蕪 :日
→ 該当の有無 :□

篤
鮭

レ

ー

初
初

口 寄附金(奨学寄付金含む)         自 研究契約金  ロ コンサルタン‖宰指導料
口 特許権・特許使用料・商標権による報酬
日 講演料  自    原稿執筆料    自 当該企業の株式
口 その他(                   )

El 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  自 コンサルタント料・指導料

El 特許権・特許使用料・商標権による報酬
Ctl 講演料  CI    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



③食品中のカルタッ:ス チオシクラム及びベンスルタップの残留基準の設定について

:□ 有り  /無 し

当該年度における受取額
口 50万円以下
E1 50万 Pl超～500万円以下

円超

● 審議の公平さI二疑念を生じさせると考えられる特Ellの利書関係

1特

記事項

.畿 譲 駆 織 議 轟 慶 魔
饉 圏 出 L二

一
___=巧

繭 繭 面 藻

「

/無 し当て)額

ラ

ー

企業名 (甲話食栗等
'こ

 1
● 寄付金・契約金等の受取(割当て

受取有LJO場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度
tll 令和元年度

受取有りの場合、最も多い寄附金'契約金等を受け取つた年度
口 平成30年度
□ 令和元年度

● 申議資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[特

記「項

④食品中のトルヒリレーЮ 残留基準の設定につも`て

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 平成30年度
El 令和元年度

こ密接に関与

→ 該当の有無:□ 有り
→ 該当の有無:口 有リ

し

し

無

無

当該年度における受取額
口 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

EE1 500万円超

当の有無:

該当の有無:

当該年度におけを受取額
口 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下
□

該当の有無 :

該当の有無 :

レ

ー

リ

リ

有

有

□

□

じ

じ

無

無

.嚢 潔 鯰 鐵 轟 懇 鐸 が
割 蹴 譴

― 一 一
___電

¬ 繭 編 T雨
~ゴ

無し当て)額

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

じ

じ

無

無

ジ

ー

有

有

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  El コンサルタント料・指導料

口 特許権・特許使用料,商標権:こよる報酬
□ 講演料  日    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

【受取額の内訳】
口 寄附金(奨学寄付金含む)         自 研究契約金  ロ コンサルタン博争指導料
自 特許権・特許使用料・商標犠による報酬
口 講演料  □    原稿執筆料    El 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         自 研究契約金  自 コンサルタント料・指導料

口 特許権,特許使用料・商標権による報酬
口 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式








